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和牛遺伝源の管理・保護のための制度について

和牛遠伝源の適正な流通管理及び知的財産としての価値の
保護のため、以下の2法による制度が整備されています。

1 家畜改良増殖法

◆精液・受精卵の流通規制

2 家畜遺伝源に係る不正競争の防止に関する法律
●契約の当事者ではない第三者の不正利用にも対抗できる

仕組み(差止・損害賠償請求、刑事割)

ノ ^

ー.

^

ゆ

を

(併科可)

制度の概'シ
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家畜遺伝資源生産事業者※2
(家畜人工授精所※3)

家畜人工授精所に
・業務状況の定期報告

・休廃業の届出等を義務付け

容器(ストロー)への
二の

不正利用

国内利用を

売買契約

国・県

※1本図は、家改良増殖法及び家畜'伝源に係る不正沈'の防止に関するj去律にづく制度のうち、特に液や受卵の適正な流通の確保を遭要とするもの
として K産大臣が指定する特定家(参照)に係る制度の概要である。

牛等の家畜から液,卵を採取・生産し、供給する家畜人工授所を指す.※2 家畜'伝'源庄産業者とは、
※3 家畜人工所とは、家の液・卵を生産・保管・譲'する業所であり、開設には都ミ汎苛県知の許可が必要。

は「家畜改良増殖法」による規制内容、黄色は「家畜伝源に係る不正競争の防止」にするj去律による措内合注)
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第三者の不正利用に対する

皇等止・

を義務付け

家畜人工授精所
※3

.

家畜人工授精所以外
(ブローカー、農家)

譲渡不可
家畜人工授精所以外での
保存・譲渡の禁止
(違反によっては回収・廃棄命令)
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偶畷摩剣牝弗〕

ネ吻倫を発吻屑を実
、砂糸ぐず

易己

詐欺によるなと,ナ'正一、に、しては
個人 10年以下の懲役、1千万円以下の罰金
法人:3億円以下の罰金
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制度の対象となる特定家畜について

》 家畜人工授精用精シ夜受精卵のうち、経済的価値が高いなど

その適正な流'の保が特に必要なものを、品種ごとに

「特定家畜人工授精用精液等」として農林水産大臣が指定

します。

貝体的には、和牛4品種(1黒毛種、 2褐毛種、

3日本角種、4 角和種)およびそれら同士の交雑種が

指定されています。

》

黒毛和種
◆被毛色は黒褐単色。和牛全体の95%以上を占め、

我が国の最も主要な品種。肉質は特に脂肪交雑

(いわゆる「サシ」)の面で優れる。

褐毛和種
◆被毛色は黄褐色から赤褐色。体質は強健で、特に

耐暑性に優れ、粗飼料利用性も高い。主産県は熊

本県及び高知県。

日短角種
◆被毛色は濃褐色。粗飼料利用効率が高く、北日本

の気候、風土に適合し、放牧適性が高い。主産県

は岩手県。

お問い合せ先

農林水産省畜産局畜産振興課
家畜遺伝資源管理保護室

電話:03-3502-8111(内4913)メール:chikushin207@ma什go.jp

無角和種
◆被毛色は黒色で黒毛和種より黒味が強い。

飼料利用性が高い。主産県は山口県。

農水省家畜遺伝資源

回N 回
林水産省
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特定家畜工授精用精液等への表示義務(家畜改良増殖法施行規則第42条、43条)
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J 容器に下記の内容を判りやすく表示してください。
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家畜人工授精用精液

※ストローへの表示方法:容器への官 、

家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿
(家畜改良増殖法第32条の 5,長式第24号その 1)

J 譲渡先、譲受元を適切に記載し、10年間保存してください。
◆ の記録簿を作成(様式第24号その2)ーつ、

家畜体内受精卵
家畜体外受精卵

サ,

す

◆◆

◆◆◆
◆◆◆◆

◆◆◆
◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

◆◆◆
◆◆

◆◆◆◆◆
◆

◆

雄畜の名前または個体識別番号
採取年月日

家畜人工授精所の管理番号:

家畜人工授精所の名称及び所在地

嬢渡・嬢受等種畜の名称

した年月日

年月
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※この様式で規定されている事項が速

工授精所にお

日
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日

精液採取年月日家畜人工授精用渡先又は嬢受

精液証明番号元の家畜人工授

精所の開設許可

の有無

・以下の番号を記入。 1_査 2
手方(自家利用の・2

畜産農家、学術目的など)を備考に記入。

月

J 月毎に必要なデータを整理し、報告してください。

家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告

毎年4月末までに
都道府県に報告。畜人工授精所年1月1日から 12月

都道府県知本

家畜改良増殖庄施行規則第49条に基づき、

1 寂奇人工授所の理番号
2 畜人工授所の名称及び所在地
3 奇人工授精所の梨務の別
4 報告対
5 前年12月31 点の保存数

の状況6 家畜人工授菰
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以下の番号を記入。

1譲渡 3 廃棄

2 譲受 4亡失

・和牛以外については様式第29号により提出
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(家畜遺伝資源法)に基づき和牛遺伝源を保護しましょう。::.
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この法律に基づき、知的財としての価値
護を受けるため、和牛の精液・受精卵を

譲渡するときには、契約等によ、使用可
能な範囲・目的を明示しましょう。

J 和牛の精液・受月卵について、知的財産としての価値の保護の観点から、

①詐欺・窃盗により取、・、等することや、他人から預かったものを
不正に取得、使用、譲渡等すること

②契約に違反して使用、・、等すること
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契約等により示された使用可能な範囲・
目的を守って使用・ニ:等を行い、
知的財としての価値を守りましょう。

③①、②を使って生産された子牛や受月卵を使用、譲渡等すること
④③を使って生産された子牛孫牛や月液・受月卵を譲渡等すること
⑤①~④の不正な経緯を知って、又は重大な過失により知らずに、転売を

受けること

これらに該当する行為に関して、

差止請求、損害賠償請求
が可能となっています。

J このほか、民事訴訟手続きの負担軽減が図られるとともに、

裁判所による信頼回復のための措置命令の対象となります。
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◎契約の締結により使用の範囲や目的を明らかにしないと、

和牛の精液0 受精卵4 ■=■■^
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この法律による知的財産としての価値の1 護を受けられません。
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(伊D家畜人工授用等、契約約

第0条国外利用及び目的外利用の禁止
受者は、当該液等を、日本国外で利用してはならない。

第0条第三者への渡
受者は、当該液等を第三者に

務づけなけれぱならない。
◆

・型(不特定

多数と効率的に契約

を結ぶ方法)

ご活用下さい。

り渡す合には、本約と同様の内容を当該第三者に

・第三者に、渡等する場合には、譲受元との契約と

の内容当三者にづけましょう。

畜人工授用等、契約約款への合宣言11 )
年月 日

00から渡された畜人工授用液等の利用等については、 00家畜人工授

用液等渡契約約の各規定を遵守することに同する。
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番号(免許番号)及び住所、氏名 X O000
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※本証明書が添付されている家畜人工授精用精液は、
! 00以外の目的での譲渡・利用は禁止する。

△級

◆◆◆

◆◆

◆

◆◆、

◆、
◆.

島 ゛

ト◆
ト◆

,◆ ゛

,◆◆◆、
,◆◆

◆ト

◆◆◆.,

,◆◆◆.
◆◆、

◆◆◆◆.
◆ ゛

◆, ゛

◆◆、
◆◆、,

,◆◆◆◆.
,◆◆、

◆◆◆、
◆,

◆ ◆、
◆ ◆
◆◆◆◆、,

,◆◆◆◆、
,◆◆◆゛
ト◆◆◆◆'
,◆◆◆◆、
,◆◆◆◆

◆、,

◆◆、
,◆◆'

◆
,◆

◆◆◆、
,◆◆◆◆◆、
ト◆◆◆

◆',◆
,◆◆◆
,◆◆◆
,◆◆◆
,◆◆◆.
,◆◆◆'
,◆◆◆、
,◆ ◆.
ト◆◆◆'
,◆◆
,◆◆
,◆◆◆
,◆
,◆◆◆.
,◆◆◆
,◆◆◆◆、

t
,

,◆
◆◆◆.

,◆ ◆
◆、,◆ ◆

,◆◆◆◆.

◆◆◆
◆◆◆

◆.
,◆◆◆◆
●◆◆◆◆◆'

◆◆.
1◆◆
ト◆◆◆'
,◆◆◆◆.
,◆◆◆'

◆',◆
,◆◆◆、

◆◆◆'
◆◆◆

,◆
,◆

◆島

◆
島

◆
,◆

◆◆,

,◆
,◆
,

◆'
◆.

、◆ ◆'

,◆
,◆◆
,◆◆

◆',

ト

,◆◆◆
◆◆

◆
◆◆

◆◆ト

◆ト

,◆◆◆゛
◆'

ト

◆
◆・

ト

◆◆.
◆.

,

,◆
◆.島

◆

,

●◆◆◆.
,

゛

◆◆

.③精液ストロー等への利用制限の表示による明示
4

Zpza la 01ノウグンタ々ウ◆◆◆4
◆◆◆、

◆
◆ 4
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'※(R)は国内のみに使用可能地域を制限していることを表示する略称(ReS伽ded
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家畜人工授精用精液証明害
123456789 種畜の等級

000 (P黒XXX)

全国和牛登録協会黒原XXXX

黒毛和種肉用牛
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利用制限の表示※

制限付き)です。契約に基づいた表示を推奨しています。

農水省家畜遺伝資源
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「(R)と表示

することで、こ

の精液に利用制

限があることを

示すことも有効

です。

お問い合せ先

00県農林水産部畜産課00グループ
電話:012-345-6789 メール: XXXXXX@XX.pref.1g.jp
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家畜改良増殖法に基づく精液・受精卵の流通管理に
「精液等情報シスデム」が活用できます。
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幡人主隻補馴諮抜跡で島ろむのを陸て}の:困゛る告書
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運営状況報告害(様式第28号)

能カミ

.

0スマートフン等での情報の力0管理0出

(モバイルプリン'、一※の活用も可能です。
※利用可能な機種等に条件があります。
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運営状況報告書(様式第29号)

0

①精液等情報システムURL
「htt s: WWW.1rm.' imartlo in」の新規利用申請

画面から申請をお願いいたします。
※(一社)全国肉用牛振基金協会(以,「基金協会」)HPに

「精液等情報システム」へのりンクを掲載しています。

②利用開始に当たっては、送付されたメールに基づき初回
ログイン後初期パスワードの変更をお願いします。 1 0含此為τノ嶋冨^

③その他利用の開始に当たってご質問等がある場合は、
以下のお問い合わせ先や都道府県の畜産担当課に
ご相談ください。 ^

④操作方法等に関するご質問は、以下のへルプデスクに
お問い合わせいただくか、システム上のチャットボットを
ご利用ください。

電話番号:099-230-7371

メール: helpdesk@1grmJP

受付時間:9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日、8/13~15、12/29~V3を除く)

家畜改良増殖法・精液等情報システムに関するお問い合せ先

農林水産省畜産局畜産振興課
家畜遺伝資源管理保護室

電話:03-3502-8111(内4913)メール: chikushin207@ma什go.jp
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今後も利便性向上に向け

機能強化を進める予定です。
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